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○
環
境
省
令
第
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の
二
及
び
第
十
五
条
の

二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
一
年
十
一
月
十
日

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二
号
中
「
燃
え
殻
を
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
チ
又
は
同
号
リ

に
掲
げ
る
環
境
省
令
で
定

(2)

め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
」
を
「
次
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

燃
え
殻
を
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
チ
又
は
同
号
リ

の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
。

(2)

ロ

排
気
口
又
は
排
気
筒
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
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か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ハ

処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を
放
流
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量
、
ノ
ル
マ

ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
七
の
三
第
一
号
ニ
中
「
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
カ
の
規
定
に
よ
る
測
定
」
の
下
に
「
（
令
第
七
条
第
十
二

号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

号
ニ

中
「
排
ガ
ス
」
の
下
に
「
（
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
の

(1)

規
定
に
よ
る
測
定
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
料
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
ロ
中
「

並
び
に
第
十
五
項
第
二
号
ニ
」
を
「
、
第
十
五
項
第
二
号
ニ
」
に
、
「
、
第
五
号
ニ
」
を
「
並
び
に
第
五
号
ニ
」
に
改
め
、
同

号
ハ
中
「
、
第
六
号
ヘ
」
を
「
並
び
に
第
六
号
ヘ
」
に
、
「
並
び
に
第
十
五
項
第
二
号
へ
」
を
「
、
第
十
五
項
第
二
号
へ
」
に

、
「
、
第
五
号
ト
」
を
「
並
び
に
第
五
号
ト
」
に
、
「
並
び
に
第
十
六
項
第
二
号
」
を
「
、
第
十
六
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許

可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四

十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る

維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
七
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
五
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
七
の
三
第
一
号
ニ
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


